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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体を収容する媒体収容部と、
　前記媒体収容部から前記媒体を給送する媒体給送手段と、
　前記媒体給送手段により給送された媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録が行われた媒体を排出する排出手段と、
　媒体排出方向に突出した第１の状態と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の状態とを切り換え可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒
体受けトレイと、
　引き込まれた前記媒体受けトレイが収容される、前記排出手段よりも下方に設けられる
トレイ収容部と、
　前記媒体受けトレイが前記第１の状態から前記第２の状態に切り換えられる過程におい
て、媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、を備え、
　前記規制手段は、
　前記媒体受けトレイの上面に設けられた、媒体排出方向に沿って延びる凸条部と、
　前記トレイ収容部に設けられ、媒体排出方向と交差する方向に複数設けられた前記凸条
部の間に侵入する凸部と、を備えてなり、
　前記凸部は、前記排出手段よりも前記記録手段側に設けられ、
　上面視において、前記凸部と前記媒体収容部が重なる構成である
記録装置。
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【請求項２】
　媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録が行われた媒体を排出する排出手段と、
　媒体排出方向に突出した第１の状態と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の状態とを切り換え可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒
体受けトレイと、
　前記媒体受けトレイが前記第１の状態から前記第２の状態に切り換えられる過程におい
て、媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、を備え、
　前記規制手段は、
　前記媒体受けトレイに設けられた切欠部と、
　前記媒体受けトレイが収容されるトレイ収容部に設けられた、揺動することにより倒伏
姿勢と起立姿勢とをとり得るフラップと、
　前記フラップを起立方向に付勢する付勢手段と、を備え、
　前記フラップが、前記第２の状態にある前記媒体受けトレイにより押し倒されて前記倒
伏姿勢をとり、前記媒体受けトレイが前記第２の状態から前記第１の状態に切り換えられ
る過程で前記切欠部によって揺動動作が許容されて前記倒伏姿勢から前記起立姿勢へと切
り換わり、前記媒体受けトレイが前記第１の状態から前記第２の状態に切り換えられる過
程で当該切欠部が前記フラップを通過するまでの間、前記フラップが前記起立状態を維持
する構成である記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれかに記載の記録装置において、
　前記媒体受けトレイにおいて媒体排出方向下流側に、媒体の先端を上向き傾斜させるス
ロープ部分を有する構成である記録装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の記録装置において、２つの前記凸条部と、当該２つの凸条部の間に侵
入する前記凸部との組み合わせを複数組備えている構成である記録装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の記録装置において、
　複数対設けられた２つの前記凸条部の間の深さが不均一である記録装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の記録装置において、
　前記凸部の前面側端部が直角の角部となるように形成され、この凸部の下側を通過する
媒体受けトレイの上面の角部には面取りが設けられた構成である記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録が実行されて排出される媒体を受ける媒体受けトレイを備えた、ファク
シミリやプリンター等に代表される記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置の一例としてのプリンターには、記録が実行されて排出される媒体（例えば、
記録用紙）を受ける媒体受けトレイ（排紙スタッカーなどと呼ばれることもあるが、以下
では単に「トレイ」と言う場合もある）が設けられ、当該トレイに、記録の行われた記録
用紙が順次積重される様に構成されている。
【０００３】
　トレイは、非使用時には占有スペースを小さく、一方で使用時には記録用紙を受ける面
を広く展開できる様に、多段式に構成されたものが用いられる場合もある（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００６－００１７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　プリンターにおいて記録用紙に記録が実行される際に、トレイを媒体排出方向のプリン
ター外方へ自動的に突出させ、このトレイにより記録が実行されて排出される記録用紙を
受けて、その後に、このトレイを媒体排出方向に対し反対方向にプリンター内の元位置ま
でに自動的に引っ込める構成とする技術を実用化する場合、次のような問題点がある。
【０００６】
　トレイに受けられた記録用紙が取り除かれない状態で、当該トレイが媒体排出方向に対
し反対方向に引っ込むときには、当該記録用紙がトレイに載ったままプリンター内へ引き
込まれていく。このため、低背設計されたプリンターでは、排紙口の高さが低いためスタ
ックされた小型メディアの取り出し性が不便であり、用紙を取り出すことができない。
【０００７】
　また、トレイと当該トレイの収容空間を形成しているフレームとの隙間に記録用紙が引
き込まれて噛み込み状態になると、記録済みの記録用紙に深刻なダメージが生じるし、ま
た、トレイにあっては元位置への復帰移動が途中でロックされてしまい、トレイが元位置
へ復帰したことを確認できないので、プリンターがシステムエラーになる。
【０００８】
　この場合、プリンターを再起動しても、トレイを元位置へ復帰移動させようとする初期
動作を行い、トレイが元位置に復帰したことを確認できた場合にシステムエラーの原因が
解消する。従って、システムエラーの原因である記録用紙を引いて取り除けないときは、
システムエラーを解消できない。
【０００９】
　もしも、記録用紙を強引に引いたときに、当該記録用紙の、トレイとフレームとの隙間
に噛み込まれた部分が千切れて取り残された場合、プリンターの筐体を取り外すことによ
り内部を大きく露出させることを行わない限り、千切れ片を取り除くことが難しいので、
システムエラーを解消することが難しい。トレイを強引に引き抜くと、当該トレイと係合
している駆動部との再係合において、駆動部を損壊してしまう虞がある。
【００１０】
　そこで本発明の目的は、トレイが媒体排出方向に対し反対方向に引っ込むときに、当該
トレイに受けられた取り除かれないままの記録用紙をトレイの引っ込み移動に追随させな
い記録装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体に記録を行う記
録手段と、前記記録手段により記録が行われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向
に突出した第１の状態と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の状態とを切
り換え可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと
、前記媒体受けトレイが前記第１の状態から前記第２の状態に切り換えられる過程におい
て、媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、を備えた構成であ
る。
【００１２】
　本態様によれば、トレイに受けられた媒体が取り除かれない状態で、トレイが媒体排出
方向に対し反対方向に引っ込むときに、規制手段が媒体の後端と係合して当該媒体が引き
込まれないように規制する。小型メディアについては、トレイの内方位置に受けられ見え
難いが、取り除かれない状態で、トレイが媒体排出方向に対し反対方向に引っ込むときに
、記録装置より突出した状態になるから、ユーザーが媒体を取り除いていないことに容易
に気づくことができる。
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【００１３】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記規制手段は、前記媒体受けトレイの
上面に設けられた、媒体排出方向に沿って延びる凸条部と、前記媒体受けトレイが収容さ
れるトレイ収容部に設けられ、媒体排出方向と交差する方向に複数設けられた前記凸条部
の間に侵入する凸部とを備えてなることを特徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記凸条部と、複数設けられた前記凸条部の間に侵入する凸部とによ
る櫛歯構造により媒体の引き込みが規制される構成であるので、前記規制手段を構造簡単
にして低コストに構成することができる。
【００１５】
　本発明の第３の態様は、第１の態様において、前記規制手段は、前記媒体受けトレイに
設けられた、媒体排出方向に沿って延びるスリットと、前記媒体受けトレイが収容される
トレイ収容部に設けられ、前記スリットに入り込むとともに、前記媒体受けトレイの媒体
受け面より突出する突出部とを備えてなることを特徴とする。
構成である。
【００１６】
　本態様によれば、媒体の後端と係合する突出部によって媒体の引き込みが規制される構
成であるので、前記規制手段を構造簡単にして低コストに構成することができる。
【００１７】
　本発明の第４の態様は、第３の態様において、前記突出部は、前記媒体受けトレイの媒
体受け面を貫通し突出する構成であることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第５の態様は、第１の態様において、前記規制手段は、前記媒体受けトレイに
設けられた切欠部と、前記媒体受けトレイが収容されるトレイ収容部に設けられた、揺動
することにより倒伏姿勢と起立姿勢とをとり得るフラップと、前記フラップを起立方向に
付勢する付勢手段と、を備え、前記フラップが、前記第２の状態にある前記媒体受けトレ
イにより押し倒されて前記倒伏姿勢をとり、前記媒体受けトレイが前記第２の状態から前
記第１の状態に切り換えられる過程で前記切欠部によって揺動動作が許容されて前記倒伏
姿勢から前記起立姿勢へと切り換わり、前記媒体受けトレイが前記第１の状態から前記第
２の状態に切り換えられる過程で当該切欠部が前記フラップを通過するまでの間、前記フ
ラップが前記起立状態を維持する構成である。
【００１９】
　本態様によれば、フラップが、媒体の後端と係合して当該媒体が引き込まれないように
規制し得る構成であるので、前記規制手段を構造簡単にして低コストに構成することがで
きる。
【００２０】
　本発明の第６の態様は、第１ないし第５のいずれかの態様において、前記媒体受けトレ
イにおいて媒体排出方向下流側に、媒体の先端を上向き傾斜させるスロープ部分を有する
構成である。
【００２１】
　本態様によれば、媒体が小型メディア、例えば、はがきサイズであるときに、当該はが
きサイズの媒体を媒体受けトレイの奥まった位置に受けるので見えにくく、取り残してし
まう虞があるが、トレイが記録装置内の収納位置へ復帰移動すると、媒体が追随せずスロ
ープ部分を滑って浮き上がり張り出した状態になることに気づくので、取り残しが生じな
い。
【００２２】
　本発明の第７の態様は、第２の態様において、２つの前記凸条部と、当該２つの凸条部
の間に侵入する前記凸部との組み合わせを複数組備えている構成である。
【００２３】
　本態様によれば、２つの前記凸条部と、当該２つの凸条部の間に侵入する前記凸部との
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組み合わせを複数組備えている構成であるので、媒体がスキュー（斜行）しないように停
止し、媒体がスキューして引き込まれてしまうことを規制し得る。
【００２４】
　本発明の第８の態様は、第３の態様において、前記スリットと、当該スリットに侵入す
る前記突出部との組み合わせを複数組となるように備えている構成である。　
　本態様によれば、複数の突出部で媒体の後端の複数個所を当接し、媒体がスキュー（斜
行）しないように停止し、媒体がスキューして引き込まれてしまうことを規制し得る。
【００２５】
　本発明の第９の態様は、第７の態様において、複数対設けられた２つの前記凸条部の間
の深さが不均一であることを特徴とする。　
　本態様によれば、媒体受けトレイの幅方向の断面係数が大きくなり、また外力が作用す
る場合に生ずる応力が分散するので、必要強度を確保できる。
【００２６】
　本発明の第１０の態様に係る記録装置は、第２の態様において、前記凸部の前面側端部
が直角の角部となるように形成され、この凸部の下側を通過する媒体受けトレイの上面の
角部には面取りが設けられた構成である。　
　本態様によれば、媒体がトレイとトレイ収容部との隙間に一層引き込まれ難くなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るインクジェットプリンターの外観斜視図。
【図２】図１に示すインクジェットプリンターの印刷時の外観斜視図。
【図３】図１に示すインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿った非印刷時の側断面
図。
【図４】図１に示すインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿った印刷時の側断面図
。
【図５】図１に示すインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿った印刷後非印刷状態
に戻る途中の側断面図。
【図６】要部であるトレイの斜視図。
【図７】要部であるトレイの他の斜視図。
【図８】装置本体を構成するフレームから媒体受けトレイが張り出した状態を示す斜視図
。
【図９】媒体受けトレイが印刷時に張り出したときの規制手段の状態を示す側断面図
【図１０】媒体受けトレイが印刷後に引っ込むときの規制手段の状態を示す側断面図。
【図１１】要部の規制手段の斜視図。
【図１２】図１に示すインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿った印刷後の状態を
示す側断面図。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るインクジェットプリンターの印刷終了後の用紙
搬送経路に沿った側断面図。
【図１４】要部の媒体受けトレイの動作工程を示す斜視図。
【図１５】要部の媒体受けトレイの動作工程を示す斜視図。
【図１６】要部の媒体受けトレイの動作工程を示す斜視図。
【図１７】要部の媒体受けトレイが印刷後に引っ込むときの要部の状態を示す側断面図。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係るインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿
った非印刷時の側断面図である。
【図１９】図１８に示すインクジェットプリンターの用紙搬送経路に沿った印刷時の側断
面図。
【図２０】要部の媒体受けトレイを示す斜視図。
【図２１】媒体受けトレイが印刷後に引っ込むときの規制手段の状態を示す側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
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　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、本発明は、以下説明す
る実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々の変形
が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものである。
【００２９】
■■■第１の実施形態■■■　
　図１は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリンター（以下
「プリンター」と言う）１の外観斜視図、図２はプリンター１の印刷時の外観斜視図、図
３および図４はプリンター１の用紙搬送経路に沿った側断面図である。図４は媒体受けト
レイ８が張り出している第１の状態（印刷時の状態）を示している。尚、用紙を収容する
用紙収容部としては「カセット」、「トレイ」など種々の表現を用いることができるが、
以下では「カセット」の用語を用いることとする。
【００３０】
　以下、図１～図５を参照しつつプリンター１の全体機構部の構成について概説する。図
２は媒体受けトレイ８がプリンター１内に引っ込んでいる状態（非印刷時の状態）を示し
ている。図５は第１の状態から第２の状態になる過程の状態（印刷後に媒体受けトレイ８
がプリンター１内に引っ込んでいく途中の状態）を示している。プリンター１は、媒体の
一例としての用紙にインクジェット記録を行う記録部（プリント機構部）３を内蔵する装
置本体２の上部にスキャナユニット４を備えており、即ちインクジェット記録機能に加え
てスキャナ機能を備える複合機として構成されている。
【００３１】
　スキャナユニット４は、装置本体２に対して手動操作により回動可能に設けられており
、回動することにより、閉じた状態（図１）と開いた状態（不図示）とをとり得る。　
　スキャナユニット４は、上面に備えられ手動操作により開閉可能なスキャナカバー４ａ
と、当該スキャナカバー４ａを開放することにより現れる原稿台４ｂとを備えている。
【００３２】
　プリンター１は、装置本体２の前面に操作パネル５を備えている。この操作パネル５は
、図８に示すように、各種記録条件を設定する為のユーザーインタフェースや印刷すべき
画像などの各種情報の表示や印刷設定内容や印刷画像のプレビュー表示などを行う情報表
示部（ＬＣＤパネルなどから成る）５ａと、電源ボタンや印刷実行ボタン、また各種記録
条件を設定する為の操作ボタン等からなる操作設定部５ｂと、を備えている。
【００３３】
　操作パネル５は、上部両側面を装置本体２に両端支持され、後述する媒体受けトレイ（
用紙受けトレイ）８がプリンター１の前側に張り出す動作に先行し、装置本体２に設けら
れたモーター７８（図７）により、媒体受けトレイ８と干渉しない高さに下端部側が開か
れるように揺動される。また、記録が終了し、媒体受けトレイ８がプリンター１内の元位
置に収まった後に、前記モーターが逆回転することにより操作パネル５が閉じた状態にな
る。尚、後に図７を参照しつつ説明するモーター７８は、媒体受けトレイ８の駆動源とし
て説明するが、本実施形態に係るプリンター１においてモーター７８は不図示の歯車を介
して操作パネル５に動力を与え、操作パネル５を回動させる様に構成されている。
【００３４】
　ここから、図３、図４を参照しつつ記録部（プリント機構部）３について述べる。尚、
記録部（プリント機構部）３は、後述する、媒体受けトレイ８、ピックアップローラー１
０、中間ローラー１７、搬送駆動ローラー２４、搬送従動ローラー２５、用紙支持部材２
８、記録ヘッド３０、排出駆動ローラー３１、排出従動ローラー３２、媒体カセット５０
等により構成される。
【００３５】
　プリンター１は、装置本体２の操作パネル５の下側に開閉可能なカセットカバー５３を
備えている。カセットカバー５３は、後述する下段側カセット５１の外面下端に連結され
装置本体２の前面下部に設けられたカセット挿入口を閉じた状態（図１、図３）と、開い
た状態（図２、図４）になり、当該開いた状態では、媒体受けトレイ８と上下２段のカセ
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ット５１，５２とが露呈する様に構成されている。
【００３６】
　媒体受けトレイ８は、その側端部（用紙排出方向と交差する方向（用紙幅方向）の端部
）が、装置本体２の基体を構成するフレーム９（図８）に対してスライド可能に支持され
ている。
【００３７】
　図６は媒体受けトレイ８および排出駆動ローラー３１を示す斜視図である。図７は媒体
受けトレイ８およびその移動手段を示す斜視図である。媒体受けトレイ８の移動手段は、
上面幅方向（媒体排出方向に直角な水平方向：図３において紙面に垂直方向）の両端に、
媒体受けトレイ８の移動方向に延びる一対のラック７５と、排出駆動ローラー３１の下付
近で媒体受けトレイ８の上側を幅方向に通され両端を装置本体２に支持された回転軸７６
と、回転軸７６に固定され前記一対のラック７５に噛合された一対のピニオン７７と、装
置本体２に設けられ制御部６５により制御され駆動回転するモーター７８と、モーター７
８の回転駆動力を回転軸７６に伝達する歯車列７９と、を備えてなる。
【００３８】
　上記構成により、媒体受けトレイ８は、操作パネル５が開いた状態で、モーター７８が
制御部６５によって駆動制御されることに基づいて、媒体排出方向に突出した第１の状態
（図４の状態）と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の状態（図３の状態
）とを切り換え可能に設けられ、前記第１の状態（図４の状態）において、記録ヘッド３
０によって記録され、排出手段である排出駆動ローラー３１と排出従動ローラー３２とに
より排出された用紙Ｐを受ける。
【００３９】
　尚、制御部６５はトレイ位置検出手段６６から受信する信号に基づき、媒体受けトレイ
８が現在どの位置にあるかを把握することが可能となっている。本実施形態に係るトレイ
位置検出手段６６は、媒体受けトレイ８が第１の位置（最突出位置）にあるのか、或いは
第２の位置（収納位置）にあるのか、或いはそのいずれの位置にもないか、の３状態のい
ずれかを示す信号を制御部４０に返す。
【００４０】
　このトレイ位置検出手段６６は、媒体受けトレイ８と接触する接触式のセンサーであっ
ても、光学式などの媒体受けトレイ８と接触しない非接触式のセンサーであっても、いず
れでも良い。また、トレイ位置検出手段６６を、モーター４５の回転量を検出するロータ
リーエンコーダにより構成しても良いし、上述の接触式或いは非接触式のポジションセン
サーと上記ロータリーエンコーダを組み合わせても良い。制御部６５は、トレイ位置検出
手段６６による媒体受けトレイ８の位置検出情報、モーター７８の回転方向、回転量をも
とにして、媒体受けトレイ８の位置を収納位置と最突出位置との間で調整することができ
る。
【００４１】
　続いて、カセットカバー５３は、上述した操作パネル５と同様に、後述する媒体受けト
レイ８がプリンター１の前側に張り出す動作に先行し、装置本体２に設けられたモーター
７８により、媒体受けトレイ８と干渉しない高さに下端部側が開かれるように揺動される
。　
　尚、操作パネル５とカセットカバー５３とを、手操作により開閉される構成とし、セン
サにより操作パネル５とカセットカバー５３とが開かれていることを検出したら、記録動
作が開始される構成してもよい。
【００４２】
　そして、媒体受けトレイ８は、操作パネル５およびカセットカバー５３が開いた状態（
図２、図４）であるときに、モーター７８により、装置本体２に収納された状態（図１、
図３）と、装置本体２の前方側に突出した状態（図２、図４）と、の２位置にスライド可
能である様に構成されている。媒体受けトレイ８が、装置本体２の前方側に突出した状態
となることで、記録が行われて排出される用紙を受けることができる。尚、媒体受けトレ
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イ８については、本発明の要部の構成要素であり、詳しくは、後述する。
【００４３】
　また、プリンター１は、装置本体２の後方上部に手動操作により開閉可能な手差しカバ
ー６を備えている。この手差しカバー６を開くことにより、手差しトレイ７を利用した用
紙の手差しでの給紙が行える様に構成されている（図３参照）。
【００４４】
　プリンター１は、用紙収容部として下段側カセット５１と上段側カセット５２とを備え
ている。各カセットは、装置本体２の前面下部の開口より装置前方側から装着可能および
取り外し可能である。尚、上段側カセット５２は、装置本体２に設けられた図示しないピ
ニオンが上段側カセット５２に設けられた図示しないラックと噛合する様になっていて、
当該ピニオンが装置本体２に設けられたモーター（不図示）によって回転駆動される。こ
の構成により、上段側カセット５２は、装置本体２の内部で給送可能位置（図示せず）と
退避位置（図３、図４）との間をスライド可能である。
【００４５】
　そして、プリンター１は、上段側カセット５２が退避位置（図３）にあるときは下段側
カセット５１に収容された用紙Ｐ１を１枚ずつ給送し得ると共に、上段側カセット５２が
給送可能位置（図示せず）にあるときは当該上段側カセット５２に収容された用紙Ｐ２を
１枚ずつ給送し得る。尚、以下において、下段側カセット５１に収容される用紙Ｐ１と上
段側カセット５２に収容される用紙Ｐ２とに、特に区別する必要がない場合は「用紙Ｐ」
と言う。
【００４６】
　ピックアップローラー１０は、揺動軸１２を中心に揺動する揺動部材１１の揺動端に設
けられており、揺動軸１２に連結されたモーター（不図示）の回転を揺動部材１１に設け
られた歯車列１３を介して伝達されることで駆動回転される様に構成されている。　
　ピックアップローラー１０は、上段側カセット５２が最も装置前方側（図３において右
方向：媒体カセット５０の引き抜き方向側）にスライドした状態、即ち上段側カセット５
２が退避位置にあるときは（図３の状態）、下段側カセット５１に収容された用紙Ｐ１の
最上位のものと接した状態になり、回転されることにより、当該最上位の用紙Ｐ１を下段
側カセット５１から送り出す。
【００４７】
　またピックアップローラー１０は、上段側カセット５２が最も装置後方側（図３におい
て左方向：用紙カセットの装着方向側であり、用紙送り出し方向側でもある）にスライド
した突き当たり位置にあるとき、即ち上段側カセット５２の給送可能位置では（図示しな
い）、上段側カセット５２に収容された用紙Ｐ２の最上位のものと接した状態になり、回
転されることにより、当該最上位の用紙Ｐ２を上段側カセット５２から送り出す。
【００４８】
　装置本体２は、内部の媒体カセット５０の挿し込み側先端と対向する位置に後方に向か
って傾斜上昇する分離斜面１４を備えている。そして、ピックアップローラー１０により
、下段側カセット５１から送り出される用紙Ｐ１または上段側カセット５２から送り出さ
れる用紙Ｐ２は、その先端が分離斜面１４に接しながら下流側に進むことで、給送される
べき最上位の用紙と次位以降の用紙との分離が行われる。なお、独立した３つ以上の用紙
カセットが挿抜される構造であってもよい。
【００４９】
　プリンター１は、分離斜面１４の上側（装置本体２内の後側上部）には、モーター（不
図示）によって回転駆動される中間ローラー１７を備えていると共に、この中間ローラー
１７にニップする従動ローラー１９，２０を備え、さらに、従動ローラー１９，２０間に
ガイド１８を備えている。この構成により、プリンター１は、分離斜面１４によって上方
へガイドされる用紙Ｐを、従動ローラー１９と中間ローラー１７とによる移送作用と、ガ
イド１８による中間ローラー１７の周面方向の案内作用と、従動ローラー２０と中間ロー
ラー１７とによる移送作用と、により中間ローラー１７に沿って湾曲し反転して、装置前
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方側へと向かい移送する様になっている。
【００５０】
　さらに、用紙Ｐが中間ローラー１７により装置前方側へ移送される先には、モーター（
不図示）によって回転駆動される搬送駆動ローラー２４と、当該搬送駆動ローラー２４に
接して従動回転する搬送従動ローラー２５とを備えてなり、これらローラー２４，２５に
よって用紙Ｐに記録を行う記録手段へ移送される。
【００５１】
　記録手段は、インクを吐出する記録ヘッド３０と、当該記録ヘッド３０と対向する下位
置に横架された用紙支持部材２８と、記録ヘッド３０を底部に支持するキャリッジ２９と
を含む。キャリッジ２９は、記録ヘッド３０を主走査方向（図３、図４の紙面表裏方向）
に往復動する様にモーター（不図示）によって駆動される。　
　記録ヘッド３０の下位置の用紙支持部材２８は、用紙Ｐと記録ヘッド３０との間の用紙
Ｐを通す間隔および当該用紙Ｐと記録ヘッド３０との間の間隔を規定している。
【００５２】
　そして、用紙支持部材２８よりも用紙Ｐの排出方向の下流側には、記録ヘッド３０によ
り記録が行われた用紙Ｐを排出する排出手段が備えられている。この排出手段は、モータ
ー（不図示）によって回転駆動される排出駆動ローラー３１と、当該排出駆動ローラー３
１に接して従動回転する排出従動ローラー３２とが設けられている。記録ヘッド３０によ
って記録された用紙Ｐは、これらローラー３１，３２により、上述した媒体受けトレイ８
へ向けて排出される。
【００５３】
　ここから、媒体受けトレイ８について、詳細に説明する。装置本体２内の媒体受けトレ
イ８を収容するトレイ収容空間は、排出駆動ローラー３１と排出従動ローラー３２とによ
り排出された用紙Ｐの排出経路の下側に位置され、排出駆動ローラー３１から揺動軸１２
までの間がベース天井壁２ａにより仕切られており、また装置本体２内底部のカセット収
容空間の上側に位置されトレイ用ベース２ｂで仕切られている。尚、ベース天井壁２ａ及
びトレイ用ベース２ｂは、装置本体２の基体を構成するフレーム９（図８）に形成されて
いる。
【００５４】
　媒体受けトレイ８は、樹脂製の１枚パネル状の成形板からなり、用紙Ｐを受ける面が、
低位受け面部８ａとスロープ８ｂと高位受け面部８ｃを有して形成され、非印刷時にプリ
ンター１内の最奥の収納位置まで引っ込んだ状態において、閉じられた状態である操作パ
ネル５の内面からピックアップローラー１０付近までの長さを占めて設けられている。
【００５５】
　低位受け面部８ａには、ピックアップローラー１０等を含む用紙給送手段との干渉を避
けるために逃げ部（切り欠き）８ｄを有している（図６、図７）。媒体受けトレイ８が逃
げ部８ｄの前端（図６において左上端）は、ベース天井壁２ａから垂下する奥行壁２ｃ（
図３）と干渉しないようになっている。　
　スロープ８ｂは、操作パネル５の内面に近い位置で媒体排出方向に向かって傾斜上昇し
て形成されている。
【００５６】
　さらに、低位受け面部８ａとスロープ８ｂとの接部には、曲率半径が比較的大きい円弧
状の面又はリブを備えていて、これによって、排出駆動ローラー３１と排出従動ローラー
３２により排出される用紙Ｐの先端が、図４において実線で示すように、低位受け面部８
ａからスロープ８ｂに沿って滑らかに浮き上がり、続いて、図４において点線で示すよう
に、高位受け面部８ｃ上に載り移るようになっている。
【００５７】
　印刷された用紙Ｐは、図４に示すように張り出した媒体受けトレイ８に受けられるが、
用紙Ｐの先端は、用紙長が長い場合には媒体受けトレイ８から張り出す。この場合、媒体
受けトレイ８がスロープ８ｂと高位受け面部８ｃとを有していない場合には、用紙Ｐが自
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重により媒体受けトレイ８から外方へ抜け落ちてしまう虞が有る。そこで、媒体受けトレ
イ８にスロープ８ｂと高位受け面部８ｃとを備え、低位受け面部８ａ上を排出される用紙
Ｐの先端をロープ８ｂにおいて浮き上がらせて高位受け面部８ｃで受けることにより、用
紙Ｐがプリンター１の前方へ垂れて抜け落ちてしまうことを回避している。
【００５８】
　上記のように、プリンター１は、媒体受けトレイ８が高位受け面部８ｃを有して備えら
れているので、既述したように、印刷時には媒体受けトレイ８が張り出す前に、操作パネ
ル５とカセットカバー５３とを自動的に開くように構成されている。
【００５９】
　図３ないし図５、図９ないし図１１に示すように、プリンター１は、凸条部８１ａと凸
部８２とを備えてなる規制手段８０を備えている。図９は媒体受けトレイが印刷時に張り
出したときの規制手段の状態を示す側断面図、図１０は媒体受けトレイが印刷後に引っ込
むときの規制手段の状態を示す側断面図、図１１は要部の規制手段の斜視図である。　
　規制手段８０は、媒体受けトレイ８が第１の状態（図４に示す状態）から図３に示す第
２の状態に切り換えられる過程において、図９に示す状態、次いで図１０に示す状態にな
り、媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する。
【００６０】
　以下さらに詳述する。規制手段８０は、媒体受けトレイ８の低位受け面８ａの逃げ部８
ｄを避けた前側部分（スロープ８ｂ側部分）とその両側に設けられた、媒体受けトレイ８
の移動方向に延びる複数の凸条部８１ａと、２つの凸条部８１ａの間に形成された凹部８
１ｂと、トレイ収容空間を形成するベース天井壁２ａの前側端（図４において右端）より
垂下するように設けられた複数の凸部８２とを備えてなる。そして複数の凹部８１ｂに複
数の凸部８２が非接触状態で入り込み、櫛歯構造が構成された状態となっている。
【００６１】
　規制手段８０は、図３に示す非印刷時には、各凸部８２が対応する凹部８１ｂ内に非接
触状態に侵入している媒体受けトレイ８が第１の状態（図４の状態）から第２の状態（図
３の状態）に切り換えられる過程において、用紙Ｐの後端と係合して当該用紙Ｐの引き込
みを規制する。
【００６２】
　即ち、図４に示すように媒体受けトレイ８が張り出した第１の状態で当該媒体受けトレ
イ８に受けられた用紙Ｐが取り除かれることなく、ユーザーのケアレスミスなどにより印
刷終了の入力指令が行われ、図３に示すように媒体受けトレイ８が媒体排出方向に対し反
対方向に引っ込むときには（即ち媒体受けトレイ８が第１の状態から第２の状態に切り換
えられる過程において）、媒体受けトレイ８に載った用紙Ｐが追随し装置本体２内へ引き
込まれていく。このとき、図９ないし図１１に示すように、規制手段８０は、凹部８１ｂ
内に侵入している凸部８２が、用紙Ｐの後端（内端）と係合して当該用紙Ｐが引き込まれ
ないように規制し得る。
【００６３】
　このため、媒体受けトレイ８と当該媒体受けトレイ８の収容空間を形成しているベース
天井壁２ａとの隙間に媒体が引き込まれて噛み込み状態になることが回避され、媒体受け
トレイ８の収納位置への復帰移動することができ、プリンター１がシステムエラーになる
ことを回避される。
【００６４】
　規制手段８０は、２つの凸条部８１ａによって形成された凹部８１ｂと、当該凹部８１
ｂに侵入する凸部８２との組み合わせを複数組備えているので、複数の凸部８２で用紙Ｐ
の後端の複数個所を当接し、用紙Ｐがスキューしないように停止し、用紙Ｐがスキューし
て引き込まれてしまうことを規制し得る。
【００６５】
　図１１に示すように、凸条部８１ａ及び凹部８１ｂは、媒体受けトレイ８の上面に媒体
排出方向に沿って延びて設けられている。複数の凹部８１ｂは、当該各凹部の深さが不均



(11) JP 6019673 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

一に設けられている。これにより、媒体受けトレイ８の幅方向の断面係数が大きくなり、
また外力が作用する場合に生ずる応力が分散するので、必要強度を確保できる。
【００６６】
　図９に示すように、凸部８２は、前面側端部８２ａが直角の角部となるように形成され
、この凸部８２の下側を通過する媒体受けトレイ８の上面の角部には面取り８ｇが設けら
れている。これにより、用紙Ｐが媒体受けトレイ８とベース天井壁２ａとの隙間に一層引
き込まれ難くなる。
【００６７】
　図１２は、小型メディアである用紙（はがき）Ｐが印刷され、この用紙（はがき）Ｐが
媒体受けトレイ８から取り除かれないで、媒体受けトレイ８が第１の状態から第２の状態
に切り換えられた状態を示している。図１２の状態に遷移する前の状態を示す図５におい
て、用紙（はがき）Ｐは、実線で示されるように排出駆動ローラー３１と排出従動ローラ
ー３２により排出され、低位受け面部８ａ上にて点線で示す様に受けられる。
【００６８】
　媒体受けトレイ８が第１の状態から第２の状態に切り換えられる過程で、規制手段８０
である凹条部８１と凸部８２は、小型メディアである用紙（はがき）Ｐの後端に当接して
媒体受けトレイ８が引っ込みに追随させない。これにより、用紙（はがき）Ｐは、ドック
天井壁２ａと、媒体受けトレイ８の低位受け面８ａの当該ドック天井壁２ａに対応する部
分との間に後端を挟まれないと共に、図１２に示すように、媒体受けトレイ８が引っ込ん
だ状態では、前端を媒体受けトレイ８より張り出した状態になるので、小型メディアであ
る用紙（はがき）Ｐを取り除いていないことに気づくことができる。
【００６９】
　上記のように、この実施形態のプリンター１によれば、小型メディアである用紙（はが
き）Ｐを取り除いていないことを気づかせる気づき機能を発揮する。即ち、小型メディア
については、媒体受けトレイ８の内方に寄って受けられるので、覗き込まないと小型メデ
ィアが有ることを把握し難く、小型メディアが取り除かれない状態が発生することが多く
なると考えられる。しかし、このプリンター１によれば、媒体受けトレイ８が引っ込み、
用紙Ｐが引き込まれず、用紙Ｐの先端が装置本体２より張り出した状態になるため、目に
映る状況が大きく変わるから、ユーザーが用紙Ｐを取り除いていないことに容易に気づく
ことができ、小型メディアが取り除かれない状態を回避することができる。
【００７０】
■■■第２の実施形態■■■　
　図１３は本発明に係る「記録装置」の第２の実施形態であるプリンター１Ａの印刷終了
後の動作途中の用紙搬送経路を示す側断面図、図１４，図１５，図１６は要部の媒体受け
トレイの動作工程を示す斜視図、図１７は要部の媒体受けトレイが印刷後に引っ込むとき
の要部の状態を示す側断面図である。
【００７１】
　図１３ないし図１７には、スリット８３と突出部８４とを備えてなる規制手段８０Ａが
示されている。スリット８３は、媒体受けトレイ８Ａに媒体排出方向に沿って延びて設け
られており、突出部８４は、媒体受けトレイ８Ａを受けているトレイ用ベース２ｂより立
設され、低位受け面部８ａの上方に突出している。
【００７２】
　図１４ないし図１６は媒体受けトレイ８Ａの動作工程を示す斜視図である。図１４は媒
体受けトレイ８Ａが媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の状態を示す。図１
５は媒体受けトレイ８Ａが媒体排出方向に突出した第１の状態を示す。図１６は媒体受け
トレイ８Ａが第１の状態から第２の状態に切り換えられる過程を示す。
【００７３】
　突出部８４は、媒体受けトレイ８Ａが媒体排出方向に突出した第１の状態から、図１３
に示すように、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の状態に切り換えられる
過程において、当該媒体受けトレイ８Ａのスリット８３を通り上面より高く立ち上がり用
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紙Ｐの後端と係合し得る構成である。
【００７４】
　従って、第１の実施形態と同様に、媒体受けトレイ８Ａに受けられた媒体が取り除かれ
ない状態で、媒体受けトレイ８Ａが媒体排出方向に対し反対方向に引っ込むときに（媒体
受けトレイ８Ａが第１の状態から第２の状態に切り換えられる過程において）、図１７に
示すように、突出部８４が用紙Ｐの後端と係合して当該用紙Ｐが引き込まれないように規
制する機能を備えている。
【００７５】
　スリット８３と、当該スリット８３に侵入する突出部８４とは複数組（図１４～図１６
では２組）有している。これにより、複数の突出部８４で用紙Ｐの後端の複数個所を当接
し、用紙Ｐがスキューしないように停止し、用紙Ｐがスキューして引き込まれてしまうこ
とを規制し得る。
【００７６】
　第２の実施形態のプリンター１Ａは、第１の実施形態のプリンター１と比べた場合に、
規制手段８０Ａが規制手段８０に対して唯一相違し、規制手段８０Ａ以外の構成について
は同一である。従って、第２の実施形態のプリンター１Ａの規制手段８０Ａ以外の構成に
ついては説明を省略する。尚、本実施形態の変形例として、突出部８４が、ベース天井壁
２ａから垂下して設けられスリット８３に侵入している構成としてもよい。ただしこの場
合は、実質的に第１の実施形態と同一である。
【００７７】
■■■第３の実施形態■■■　
　図１８は本発明に係る「記録装置」の第３の実施形態であるプリンター１Ｂの用紙搬送
経路に沿った非印刷時の側断面図である。図１９は用紙搬送経路に沿った印刷時の側断面
図である。図２０は媒体受けトレイ８Ｂを示す斜視図である。図２１は印刷後に媒体受け
トレイ８Ｂが引っ込むときの要部の状態を示す側断面図である。図１８から図２１には、
媒体受けトレイ８Ｂに設けられた切欠部８５と、トレイ用ベース２ｂに設けられたフラッ
プ８６とを含んでなる規制手段８０Ｂが示されている。
【００７８】
　フラップ８６は、図２１に示すように、トレイ用ベース２ｂの凹部にねじ８９により固
定された取付板８７の端縁に連結され、非印刷時に媒体受けトレイ８Ｂにより押し倒され
下敷になりトレイ用ベース２ｂの凹部に収容された状態（図１８に示す状態：倒伏姿勢）
と、トレイ用ベース２ｂに設けられた切欠部８５に対応したときに付勢手段としてのトー
ションばね８８により付勢され９０°揺動して起立する状態（図１９，図２１に示す状態
：起立姿勢）と、に切り換えられる。
【００７９】
　詳述すると、フラップ８６は、媒体受けトレイ８Ｂがプリンター１Ｂ内の収容位置にあ
る第２の状態、即ち媒体受けトレイ８Ｂが媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の状態のときに、媒体受けトレイ８Ｂにより押し倒され、図１８に示す下敷きにされた
状態になる。　
　そして、フラップ８６は、媒体受けトレイ８Ｂが媒体排出方向に一定寸法突出して切欠
部８５に対応すると付勢手段８８の付勢により揺動動作が許容されて起立状態（図１９，
図２１に示す状態）になる。フラップ８６は、第１の状態から媒体排出方向に対し反対方
向に引き込まれた第２の状態に切り換えられる過程で切欠部８５がフラップ８６に対応し
なくなるまで（切欠部８５がフラップ８６を通過するまで）の間、起立状態を維持される
。
【００８０】
　従って、媒体受けトレイ８Ｂに受けられた用紙Ｐが取り除かれない状態で、当該媒体受
けトレイ８Ｂが媒体排出方向に対し反対方向に引っ込むときには（媒体受けトレイ８Ｂが
第１の状態から第２の状態に切り換えられる過程において）、図２１に示すように、規制
手段であるフラップ８６が用紙Ｐの後端と係合して当該用紙Ｐが引き込まれないように規



(13) JP 6019673 B2 2016.11.2

10

20

制する。
【００８１】
　第３の実施形態のプリンター１Ｂは、第１の実施形態のプリンター１と比べた場合に、
規制手段８０Ｂが規制手段８０に対して唯一相違し、規制手段８０Ｂ以外の構成について
は同一である。従って、第２の実施形態のプリンター１Ｂの規制手段８０Ｂ以外の構成に
ついては説明を省略する。
【符号の説明】
【００８２】
１　プリンター、１Ａ　プリンター、１Ｂ　プリンター、２　装置本体、２ａ　ベース天
井壁、２ｂ　トレイ用ベース、２ｃ　奥行壁、３　記録部、４　スキャナユニット、４ａ
　スキャナカバー、４ｂ　原稿台、５　操作パネル、５ａ　情報表示部、５ｂ　操作設定
部、５ｃ　記憶媒体装着部、６　手差しカバー、７　手差しトレイ、８　媒体受けトレイ
、８ａ　低位受け面部、８ｂ　スロープ、８ｃ　高位受け面部、８ｄ　面取り、９　フレ
ーム、１０　ピックアップローラー、１１　揺動部材、１２　揺動軸、１３　歯車列、１
４　分離斜面、１７　中間ローラー、１８　ガイド、１９，２０　従動ローラー、２４　
搬送駆動ローラー、２５　搬送従動ローラー、２８　用紙支持部材、２９　キャリッジ、
３０　記録ヘッド、３１　排出駆動ローラー、３２　排出従動ローラー、５１　下段側カ
セット、５２　上段側カセット、５３　カセットカバー、Ｐ１　用紙、Ｐ２　用紙、Ｐ　
用紙、６５　制御部、６６　トレイ位置検出手段、７５　ラック、７６　回転軸、７７　
ピニオン、７８　モーター、７９　歯車列、８０　規制手段、８０Ａ　規制手段、８０Ｂ
　規制手段、８１ａ　凸条部、８１ｂ　凸部、８２ａ　前面側端部、８３　スリット、８
４　突出部、８５　切欠部、８６　フラップ、８７　取付板、８８　トーションばね（付
勢手段）、８９　ねじ

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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